
①　年度別職員数 （人）

②　令和6年度 職種ごとの年齢別職員数 （人）

0 0 0 0 1 0 0 6 11 15 19 19 71

0 0 0 0 1 0 0 1 5 11 14 14 46

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 11

0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8

③　職種ごとの職員数、平均年齢、平均給与等の状況（民間比較）

（人） （歳） （歳）
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技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

　沼津市では、令和6年4月1日現在、清掃員、調理師、事務補、作業員など、71人の技能労務職員が

  これらの技能労務職員の給与等について、現状と今後の取組みを公表します。
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（円）

④　職種ごとの給料表級別分布(行政職給料表) （人）

3級

－

3

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（令和２年～令和４年の

　３か年平均）を使用しています。

※民間の職種等の比較に当たっては年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているも

その他 5

6,625,732

3,351,700

1

　間賞与の額を加えた試算値です。

－

12 6

民間（D）

－

36

8
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　のはありません。(たとえば、民間の数値にはパートやアルバイト等も含まれています。)

※「平均給料月額」は、基本給の平均値です。

※「平均給与月額」は、基本給及び諸手当（扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）

　の合計の平均値です。

　に沼津市においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年度に支給された年
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　平成27年度からは、給与制度の総合的見直しを行い、職員の給料水準を引き下げたほか、

2 基本的な考え方

　　　通勤手当、特殊勤務手当など各種手当の見直しを随時行い、今後も、上記の基本的な考え方に

　　　現在、人事院勧告に基づいた国の行政職(一)給料表を適用していますが、今後も、上記の基

3 具体的な取組み内容

　ア.給料

施について」を受けて、技能労務職員の給与等について、あらためて適正化に向けた取組みを進め

持家に対する住居手当を廃止しました。

また、市民の理解と納得が得られるよう、適正な給与制度とその運用となるように努めていきます。

ることとしました。

　今後とも、国や県、他市の状況はもとより、民間の類似の職種に従事する者との均衡に留意し、

　沼津市では、平成19年4月1日より給与構造改革を実施し、職員の給料水準を概ね4.8%引き下げた

　ウ.昇給基準

　イ.手当

　このようななか、平成19年7月6日付の総務省通知「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実

ほか、給与制度全般の見直しを行うなど、給与の適正化に向けた取組みを進めてきました。

　　　人事評価制度に基づき、昇給基準をはじめとする給与処遇に適切に反映できるよう、取組みを

　　進めていきます。

　　則り、取組みを進めていきます。

　　本的な考え方に則り、取組みを進めていきます。


